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(その 2)

収支の総括表

収 入
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支
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翌年への繰越額
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ア寄附(イを除く。)の区分
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数
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(その 7)

(フ)寄附の内訳
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(その 1 3 )

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表
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C
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2 政治活動費

川組織活動費
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②選挙関係費

③機関紙誌の発行その他の事業費

ア機関紙誌の発行事業費

金

イ宣伝事業費

ウ政治資金パーティー開催事業費

工その他の事業費

4)調査研究費

⑤寄附・交付金

額

⑥その他の経費

176612

51934

304453

0

/1、

円
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寸
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0

0

0

0

0
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0
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(その14)

(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的

電気料金

電気料金

電気料金

電気料金

電気料金

電気料金

金

電気料金

C

電気料金

額

電気料金

IZ,β66

電気料金

項目別区分

IZ,026

年月日

1α360

R2.1.21.

ZI,Zβ5

R2.2.21.

Ia,6Sg

支出を受けた者の氏名(又は名称)

R2.3.19.

東北電力株最上村山営業所

ZI,07フ

R2.4.21.

東北電力総最上村山営業所

Zε,100

R2.5.28

この頁の小計

》

東北電力総最上村山営業所

Z3Z5S

R2.フ.08.

その他の支出

東北電力樹最上村山営業所

Z6ε9Z

R2.フ.21.

東北電力樹最上村山営業所

ZΣ,Z8Σ

R2.8.20.

東北電力鵬最上村山営業所

R2.9.24.

東北電力樹最上村山営業所

R2.10.23.

支出を受けた者の住所(又は所在地)

東北電力総最上村山営業所

天童市天童中1丁目4-1

東北電力樹最上村山営業所

天童市天童中1丁目4-1

東北電力総最上村山営業所

光熱水費

天童市天童中1丁目4-1

ZZ易β7フ

天童市天童中1丁目4-1

5Zεβ5

天童市天童中1丁目4-1

1766Z2

天童市天童中1丁目4-1

5万円以上(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、(注D
5万円未満(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ
い。

「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご(注2 )
との、最後の頁に記載して下さい。

天童市天童中1丁目4-1

天童市天童中1丁目4-1

備考

天童市天童中1丁目4-1

天童市天童中1丁目4-1

計合



(その14)

(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的 金

C

額

項目別区分

年月日 支出を受けた者の氏名(又は名称)

この頁の小計

その他の支出

備品・消耗品費 q肖耗品費)

支出を受けた者の住所(又は所在地)

5Z,g34

0

5Z,gβ4

(注1) 5万円以上(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、
5万円未満(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ
い。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご
との、最後の頁に記載して下さい。

備考

>一
、

計合



(その14)

(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的

複合機リース料

複合機リース料

複合機リース料

複合機リース料

複合機リース料

複合機リース料

金

複合機リース料

C,

複合機リース料

複合機リース料

額

Z4904

複合機リース料

項目別区分

Z4904

複合機リース料

年月日

14904

R2.1.6

14904

R2.1.24

Z4904

支出を受けた者の氏名(又は名称)

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.3.3

Z4,904

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.4.3

Z4904

この頁の小計

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

>

R2.5.フ

14904

その他の支出

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.6.3

Z4g04

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.フ.3

14,904

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.8.3

14g04

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

R2.9.3

R2.10.5

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

支出を受けた者の住所(又は所在地)

東京都港区芝浦1丁目2-3

R2.11.4

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

事務所費(賃借料)

東京都港区芝浦1丁目2-3

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

東京都港区芝浦1丁目2-3

Z63,944

三井住友トラスト・パナソニックファイナ
ンス

東京都港区芝浦1丁目2-3

東京都港区芝浦1丁目2-3

16β,g44

東京都港区芝浦1丁目2-3

0

(注1) 5万円以上(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、
5万円未満(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ
い。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご
との、最後の頁に記載して下さい。

東京都港区芝浦1丁目2-3

東京都港区芝浦1丁目2-3

備吉

東京都港区芝浦1丁目2-3

引落

東京都港区芝浦1丁目2-3

引落

東京都港区芝浦1丁目2-3

引落

引落

引落

引落

引落

引落

引落

引落

引落

十合



(その14)

(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的 金

C

額

項目別区分

年月日 支出を受けた者の氏名(又は名称)

この頁の小計

》

その他の支出

支出を受けた者の住所(又は所在地)

事務所費(通信費)

S巨50g

0

8巨50g

(注1) 5万円以上(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、
5万円未満(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ
い。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご
との、最後の頁に記載して下さい。

備考

十合



(その14)

(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳

支出の目的

税理士報酬

金

ノーー"、

L/

額

5巨000

項目別区分

年月日

R2.6.16

支出を受けた者の氏名(又は名称)

税理士熱田稔敬

この頁の小計

》

その他の支出

支出を受けた者の住所(又は所在地)

事務所費(事務管理費)

東京都千代田区平河町1-5-13
平河町UTビルフ階

5巨000

5巨000

(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、(注D 5万円以上
(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ5万円未満

い。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご
との、最後の頁に記載して下さい。

備考

十合



(その15)

(3)政治活動費の内訳

支出の目的

会場使用料

金 額

13300

項目別区分

年月日

R2.2.29

支出を受けた者の氏名(又は名称)

三條かの記念館

D

この頁の小計

その他の支出

組織活動費(行事・会議費)

支出を受けた者の住所(又は所在地)

米沢市城南1-5-27

Z3、β00

6770

ga070

(注1) 5万円以上(国会議員関係政治団体は1万円超)の支出はすべて個別に記載し、
5万円未満(同1万円以下)の支出は「その他の支出」に一括して記載して下さ
い。

(注2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の()の中の項目ご
との、最後の頁に記載して下さい。

備考

C

十合



(その 1 7)

資産等の総括表
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(その2 の

添付書類(別添のとおり)

(D 領収書等の写し
2 監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

(豆)政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

C

(備考)「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

※政治団体が解散した場合には、解散年に係る本様式の「※代表者の氏名」欄にも記名押印又は本人が署名をすること。

》

令和3年

政治団体の名称近藤洋介後援会

会計責任者の氏名高木茂之

※代表者の氏名

5月 27日

卵

書誓
[宣



近藤洋介後援会

代表齋藤栄助

6

政治資金監査報告書

殿

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の 13第1項の規定に基づき、

近藤洋介後援会の令和2年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書のすべての

期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、

領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る

支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、

支出に関する政治資金監査を行った。

鴫加畷艦郵瓢,田、、,、、ー
登録番号第3476号

(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュ

アノレ」という。)に基一づき行った。

令和3年5月25日

研修修了年月日

(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目

的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告す

ることにある。

平成22年2月12H

(4)この政治資金監査は、近藤洋介後援会の主たる事務所において行った。

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出

目的書が保存されていた。

0



(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定

する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明

細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示され

ていた。

n

(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されてい

た。

3 業務制限

近藤洋介後援会と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実は

ない

また、近藤洋介後援会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との

間においても、同様である。

(j

以 上


